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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像データ群と、前記複数の画像データ群の各々に対応する、読影の操作履歴を
含む状態情報とを蓄積する蓄積部と、
　前記蓄積部から入力された画像を閲覧可能であり、ネットワークを介して前記蓄積部が
蓄積する前記複数の画像データ群のいずれかを選択可能な閲覧部と、
　前記蓄積部または前記閲覧部に設けられ、前記閲覧部によって選択した前記画像データ
群に対応する前記状態情報に基づいて、前記選択した前記画像データ群に対して読影操作
が実施されたか否か、あるいは、実施された読影操作が完了しているか否かによって異な
る読影ワークフローの種別を推定する推定部と、
　前記蓄積部または前記閲覧部に設けられ、前記推定部が推定した前記読影ワークフロー
の種別に基づいて、前記選択された前記画像データ群に対して、前記蓄積部から前記閲覧
部へと送信する画像である送信画像データ群を設定する設定部と、
　前記蓄積部または前記閲覧部に設けられ、前記設定部が設定した前記送信画像データ群
を前記蓄積部から前記閲覧部に送信する制御を行う送信制御部と、
　を備えたことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記状態情報には、前記画像データ群に対するユーザの所見に関する所見情報、前記画
像データ群に対する読影結果に基づく診断に関する診断情報および該診断情報を書き込ん
だユーザの署名に関する署名情報の各々の有無に関する有無情報が含まれることを特徴と
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する請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記状態情報には、前記閲覧部による前記画像データ群に対するアクセスログ情報、前
記閲覧部において前記画像データ群を閲覧した際の操作ログ情報、前記閲覧部における前
記画像データ群を閲覧する際の閲覧モードに関する閲覧モードログ情報、前記画像データ
群を読影したユーザを識別する識別ログ情報および前記閲覧部において前記画像データ群
を閲覧した閲覧時間に関する閲覧時間ログ情報が含まれることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記設定部は、
　前記推定部が推定した前記読影ワークフローの種別に基づいて、前記選択した前記画像
データ群に対して、前記閲覧部へ送信する送信順を設定することを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記推定部が前記読影ワークフローの種別を前記画像データ群に対して新規に読影を行
う新規読影ワークフローと推定した場合、前記選択した前記画像データ群に対し、該画像
データ群の全体像を俯瞰的に閲覧可能な前記送信画像データ群を設定し、
　前記推定部が前記読影ワークフローの種別を前記画像データ群に対して読影を途中で中
断した後に再度読影を行う中断後読影再開ワークフローと推定した場合、前記選択した前
記画像データ群に対し、読影を中断した直前の画像データの撮影時刻を基準に前記送信画
像データ群を設定し、
　前記推定部が前記読影ワークフローの種別を読影が終了した後に再度読影を行う読影済
検査ワークフローと推定した場合、前記選択した前記画像データ群に対し、所定の情報が
付加された画像データのみを前記送信画像データ群に設定することを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記設定部は、
　前記推定部が前記読影ワークフローの種別を前記選択した前記画像データ群に対して別
途に新規な読影を行う別途新規読影ワークフローと指定した場合、前記選択した前記画像
データ群に対し、該画像データ群の全体像を俯瞰的に閲覧可能な前記送信画像データ群を
設定することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記設定部は、前記選択した前記画像データ群に対して、前回の読影で送信不要とされ
た画像データ群を除外して前記送信画像データ群を設定することを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記推定部は、
　前記所見情報が無い場合、前記読影ワークフローの種別を前記画像データ群に対して新
規に読影を行う新規読影ワークフローと推定し、
　前記所見情報が有り、前記診断情報および前記署名情報の各々が無い場合、前記読影ワ
ークフローの種別を前記画像データ群に対して読影を途中で中断した後に再度読影を行う
中断後読影再開ワークフローと推定し、
　前記所見情報、前記診断情報および前記署名情報の各々がある場合、前記読影ワークフ
ローの種別を読影が終了した後に再度読影を行う読影済検査ワークフローと推定すること
を特徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記閲覧部は、
　前記蓄積部から受信した前記送信画像データ群を一時的に記録する一時記録部と、
　前記一時記録部に記録された前記送信画像データ群に対応する画像を表示する表示部と
、
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　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記閲覧部は、
　読影の終了を指示する終了信号が入力された場合、該閲覧部による前記画像データ群に
対する操作履歴を含む前記状態情報を前記蓄積部に送信することを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記ネットワークは無線通信であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム
。
【請求項１２】
　複数の画像データ群と、前記複数の画像データ群の各々に対応する、読影の操作履歴を
含む状態情報とを蓄積する蓄積部に対して双方向に通信可能、かつ、前記蓄積部から入力
された画像を閲覧可能な端末装置であって、
　前記蓄積部が蓄積する前記複数の画像データ群のいずれかを選択する選択信号の入力を
受け付ける操作入力部と、
　前記選択した前記画像データ群に対応する前記状態情報に基づいて、前記選択した前記
画像データ群に対して読影操作が実施されたか否か、あるいは、実施された読影操作が完
了しているか否かによって異なる読影ワークフローの種別を推定する推定部と、
　前記推定部が推定した前記読影ワークフローの種別に基づいて、前記選択した前記画像
データ群に対して、前記蓄積部から前記端末装置へと送信する画像である送信画像データ
群を設定する設定部と、
　前記設定部が設定した前記送信画像データ群を前記蓄積部から当該端末装置に送信させ
る制御を行う送信制御部と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。
【請求項１３】
　画像を表示可能な表示部と、各種操作を指示する操作信号の入力を受け付け可能な操作
入力部と、を備えた端末装置に対して、双方向に通信可能なサーバであって、
　複数の画像データ群と、前記複数の画像データ群の各々に対応する、読影の操作履歴を
含む状態情報とを蓄積する蓄積部と、
　前記蓄積部が蓄積する前記複数の画像データ群のいずれか一つの送信を要求する要求信
号を前記端末装置から受信した場合、前記要求信号に対応する前記画像データ群に対応す
る前記状態情報に基づいて、前記要求信号に対応する前記画像データ群に対して読影操作
が実施されたか否か、あるいは、実施された読影操作が完了しているか否かによって異な
る読影ワークフローの種別を推定する推定部と、
　前記推定部が推定した前記読影ワークフローの種別に基づいて、前記要求信号に対応す
る前記画像データ群に対して、前記蓄積部から前記端末装置へと送信する画像である送信
画像データ群を設定する設定部と、
　前記設定部が設定した前記送信画像データ群を前記蓄積部から前記端末装置に送信する
制御を行う送信制御部と、
　を備えたことを特徴とするサーバ。
【請求項１４】
　複数の画像データ群と、前記複数の画像データ群の各々に対応する、読影の操作履歴を
含む状態情報とを蓄積する蓄積部と、前記蓄積部から入力された画像を閲覧可能な閲覧部
と、を備えた内視鏡システムが実行する送信方法であって、
　ネットワークを介して前記蓄積部が蓄積する前記複数の画像データ群のいずれかを選択
する選択信号の入力を受け付ける入力ステップと、
　前記選択した前記画像データ群に対応する前記状態情報に基づいて、前記選択した前記
画像データ群に対して読影操作が実施されたか否か、あるいは、実施された読影操作が完
了しているか否かによって異なる読影ワークフローの種別を推定する推定ステップと、
　前記推定ステップが推定した前記読影ワークフローの種別に基づいて、前記選択した前
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記画像データ群に対して、前記蓄積部から前記閲覧部へと送信する画像である送信画像デ
ータ群を設定する設定ステップと、
　前記設定ステップが設定した前記送信画像データ群を前記蓄積部から前記閲覧部に送信
する制御を行う送信制御ステップと、
　を含むことを特徴とする送信方法。
【請求項１５】
　複数の画像データ群と、前記複数の画像データ群の各々に対応する、読影の操作履歴を
含む状態情報とを蓄積する蓄積部と、前記蓄積部から入力された画像を閲覧可能な閲覧部
と、を備えた内視鏡システムに、
　ネットワークを介して前記蓄積部が蓄積する前記複数の画像データ群のいずれかを選択
する選択信号の入力を受け付ける入力ステップと、
　前記選択した前記画像データ群に対応する前記状態情報に基づいて、前記選択した前記
画像データ群に対して読影操作が実施されたか否か、あるいは、実施された読影操作が完
了しているか否かによって異なる読影ワークフローの種別を推定する推定ステップと、
　前記推定ステップが推定した前記読影ワークフローの種別に基づいて、前記選択した前
記画像データ群に対して、前記蓄積部から前記閲覧部へと送信する画像である送信画像デ
ータ群を設定する設定ステップと、
　前記設定ステップが設定した前記送信画像データ群を前記蓄積部から前記閲覧部に送信
する制御を行う送信制御ステップと、
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して被検体内に導入されたカプセル型内視鏡が撮像して生
成した被検体内の画像データ群をクライアントの端末装置へ送信する内視鏡システム、端
末装置、サーバ、送信方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡の分野においては、被検体内に導入されて被検体内を撮像するカプセル型
内視鏡を用いた検査が知られている。カプセル型内視鏡は、被検体の消化管内に導入可能
な大きさに形成されたカプセル形状の筐体内に撮像機能や無線機能等を内蔵させた装置で
あり、被検体の口から飲み込まれた後、蠕動運動等により消化管内を移動しつつ撮像を行
って画像データを生成する。生成された画像データは、カプセル型内視鏡から被検体外に
順次、無線送信される。
【０００３】
　カプセル型内視鏡から無線送信された画像データは、被検体外に設けられた受信装置に
より受信され、受信装置に内蔵された内蔵メモリまたは着脱自在な可搬型メモリ等の記録
媒体に蓄積される。検査終了後、記録媒体に蓄積された画像データは、ワークステーショ
ン等の情報管理装置に転送（ダウンロード）され、所定の画像処理が施される。医療従事
者は、画像処理が施された画像データに対応する画像を観察することにより被検体の診断
を行う。
【０００４】
　一方、近年においては、画像データや検査情報等の医療情報を管理するネットワークシ
ステムの構築が進められている。このようなネットワークシステムに対して、ネットワー
クを介して医療画像データを含む種々の医療情報を送受信することによって、例えば医療
画像を１つの施設で集中管理したり、検査を実施した施設と異なる施設に常駐する専門の
医師が医療画像を読影したりといった様々な試みがなされている。
【０００５】
　例えば、ＣＴおよびＭＲＩの各々で撮影された画像データ群を記録するサーバと、この
サーバと通信可能に接続され、サーバから送信された画像データに対応する画像を表示す
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る端末装置と、を備えた画像転送システムが知られている（特許文献１参照）。この技術
では、ＣＴで撮影された第１の画像群とＭＲＩで撮影された第２の画像群とを比較しなが
ら診断する場合において、端末装置がＣＴで撮影された第１の画像群を表示しているとき
、サーバが端末装置で表示中の画像に基づいて第２の画像群の画像転送順を決定し、この
決定した画像転送順で第２の画像群を端末装置に順次送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２３０７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述したカプセル型内視鏡で撮影された複数の画像データ群を管理するネッ
トワークシステムでは、端末装置側で指定された画像データ群の状態を考慮することなく
、サーバが端末装置側で指定された画像データ群を端末装置へ撮影順に送信していた。読
影という作業は、時間がかかるため、途中まで行った後に、別の場所や別の日に行ったり
、読影を専門とする人または施設に依頼し、読影が行われた状態で最終判断を行ったり、
一度読影を行った後に再確認を行ったりする。このため、上述した従来技術のネットワー
クシステムでは、画像データ群の読影状態を考慮することなく、同じアルゴリズムで撮影
順に画像データを送信するので、画像データ群の読影が途中の状態であったり、既に読影
済みの状態であったりしても、ユーザが所望する画像データが送信されるまでに時間が掛
かってしまい、効率的でなかった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、画像データ群を効率的に送信すること
ができる内視鏡システム、端末装置、サーバ、送信方法およびプログラムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る内視鏡システムは、画像
データ群を複数蓄積する蓄積部と、ネットワークを介して前記蓄積部が蓄積する複数の前
記画像データ群のいずれかを選択し、選択した前記画像データ群を閲覧可能な閲覧部と、
前記選択した前記画像データ群の状態を示す状態情報に基づいて、前記閲覧部において前
記画像データ群を閲覧する際の読影ワークフローの種別を推定する推定部と、前記推定部
が推定した前記読影ワークフローに基づいて、前記選択した前記画像データ群に対して前
記閲覧部へ送信する送信画像データ群を設定する設定部と、前記設定部が設定した前記送
信画像データ群を前記閲覧部に送信する制御を行う送信制御部と、を備えたことを特徴と
する。
【００１０】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記状態情報には、前記画
像データ群に対するユーザの所見に関する所見情報、前記画像データ群に対する読影結果
に基づく診断に関する診断情報および該診断情報を書き込んだユーザの署名に関する署名
情報の各々の有無に関する有無情報が含まれることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記状態情報には、前記閲
覧部による前記画像データ群に対するアクセスログ情報、前記閲覧部において前記画像デ
ータ群を閲覧した際の操作ログ情報、前記閲覧部における前記画像データ群を閲覧する際
の閲覧モードに関する閲覧モードログ情報、前記画像データ群を読影したユーザを識別す
る識別ログ情報および前記閲覧部において前記画像データ群を閲覧した閲覧時間に関する
閲覧時間ログ情報が含まれることを特徴とする。
【００１２】
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　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記設定部は、前記推定部
が推定した前記読影ワークフローに基づいて、前記選択した前記画像データ群に対して、
前記閲覧部へ送信する送信順を設定することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記推定部が前記読影ワー
クフローを前記画像データ群に対して新規に読影を行う新規読影ワークフローと推定した
場合、前記選択した前記画像データ群に対し、該画像データ群の全体像を俯瞰的に閲覧可
能な前記送信画像データ群を設定し、前記推定部が前記読影ワークフローを前記画像デー
タ群に対する読影を途中で中断した後に再度読影を行う中断後読影再開ワークフローと推
定した場合、前記選択した前記画像データ群に対し、読影を中断した直前の画像データの
撮影時刻を基準に前記送信画像データ群を設定し、前記推定部が前記読影ワークフローを
読影が終了した後に再度読影を行う読影済検査ワークフローと推定した場合、前記選択し
た前記画像データ群に対し、所定の情報が付加された画像データのみを前記送信画像デー
タ群に設定することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記設定部は、前記推定部
が前記読影ワークフローを前記選択した前記画像データ群に対して、別途に新規な読影を
行う別途新規読影ワークフローと指定した場合、前記選択した前記画像データ群に対し、
該画像データ群の全体像を俯瞰的に閲覧可能な前記送信画像データ群を設定することを特
徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記設定部は、前記選択し
た前記画像データ群に対して、前回の読影で送信不要とされた画像データ群を除外して前
記送信画像データ群を設定することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る内視鏡システムは、上記発明において、前記推定部は、前記所見情
報が無い場合、前記読影ワークフローを前記画像データ群に対して新規に読影を行う新規
読影ワークフローと推定し、前記所見情報が有り、前記診断情報および前記署名情報の各
々が無い場合、前記読影ワークフローを前記画像データ群に対する読影を途中で中断した
後に再度読影を行う中断後読影再開ワークフローと推定し、前記所見情報、前記診断情報
および前記署名情報の各々がある場合、前記読影ワークフローを読影が終了した後に再度
読影を行う読影済検査ワークフローと推定することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る端末装置は、画像データ群を複数蓄積する蓄積部に対して、双方向
に通信可能な端末装置であって、前記蓄積部が蓄積する複数の前記画像データ群のいずれ
かを選択する選択信号の入力を受け付ける操作入力部と、前記選択した前記画像データ群
の状態を示す状態情報に基づいて、当該端末装置において前記画像データ群を閲覧する際
の読影ワークフローの種別を推定する推定部と、前記推定部が推定した前記読影ワークフ
ローに基づいて、前記選択した前記画像データ群に対して当該端末装置へ送信する送信画
像データ群を設定する設定部と、前記設定部が設定した前記送信画像データ群を当該端末
装置に送信させる制御を行う送信制御部と、を備えたことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係るサーバは、画像を表示可能な表示部と、各種操作を指示する操作信
号の入力を受け付け可能な操作入力部と、を備えた端末装置に対して、双方向に通信可能
なサーバであって、画像データ群を複数蓄積する蓄積部と、前記蓄積部が蓄積する複数の
前記画像データ群のいずれか一つの送信を要求する要求信号を前記端末装置から受信した
場合、前記要求信号に対応する前記画像データ群の状態を示す状態情報に基づいて、前記
端末装置において前記画像データ群を閲覧する際の読影ワークフローの種別を推定する推
定部と、前記推定部が推定した前記読影ワークフローに基づいて、前記要求信号に対応す
る前記画像データ群に対して前記端末装置へ送信する送信画像データ群を設定する設定部
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と、前記設定部が設定した前記送信画像データ群を前記端末装置に送信する制御を行う送
信制御部と、を備えたことを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明に係る送信方法は、画像データ群を複数蓄積する蓄積部と、前記画像デー
タ群を閲覧可能な閲覧部と、を備えた内視鏡システムが実行する送信方法であって、ネッ
トワークを介して前記蓄積部が蓄積する複数の前記画像データ群のいずれかを選択する選
択信号の入力を受け付ける入力ステップと、前記選択した前記画像データ群の状態を示す
状態情報に基づいて、前記閲覧部において前記画像データ群を閲覧する際の読影ワークフ
ローの種別を推定する推定ステップと、前記推定ステップが推定した前記読影ワークフロ
ーに基づいて、前記選択した前記画像データ群に対して前記閲覧部へ送信する送信画像デ
ータ群を設定する設定ステップと、前記設定ステップが設定した前記送信画像データ群を
前記閲覧部に送信する制御を行う送信制御ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明に係るプログラムは、画像データ群を複数蓄積する蓄積部と、前記画像デ
ータ群を閲覧可能な閲覧部と、を備えた内視鏡システムに、ネットワークを介して前記蓄
積部が蓄積する複数の前記画像データ群のいずれかを選択する選択信号の入力を受け付け
る入力ステップと、前記選択した前記画像データ群の状態を示す状態情報に基づいて、前
記閲覧部において前記画像データ群を閲覧する際の読影ワークフローの種別を推定する推
定ステップと、前記推定ステップが推定した前記読影ワークフローに基づいて、前記選択
した前記画像データ群に対して前記閲覧部へ送信する送信画像データ群を設定する設定ス
テップと、前記設定ステップが設定した前記送信画像データ群を前記閲覧部に送信する制
御を行う送信制御ステップと、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、画像データ群を効率的に送信することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る内視鏡システムの概略構成を示す模式図で
ある。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１に係るサーバの機能構成を示すブロック図である
。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る端末装置の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係る端末装置が表示する読影画面の一例を示す
図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係る端末装置が実行する処理の概要を示すフロ
ーチャートである。
【図６Ａ】図６Ａは、新規読影ワークフローにおいて端末装置に送信された症例ファイル
の画像データ群の送信順およびキャプチャーされた画像を模式的に示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、読影済検査ワークフローにおいて端末装置に送信された症例ファイ
ルの画像データ群、画像データ群の送信順および新規読影ワークフローにおいてキャプチ
ャーされた画像を模式的に示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、新規読影ワークフローにおいて端末装置に送信された症例ファイル
の画像データ群の送信順を模式的に示す図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、読影済検査ワークフローにおいて端末装置に送信された症例ファイ
ルの画像データ群および送信順を模式的に示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態２に係る端末装置が実行する処理の概要を示すフロ
ーチャートである。
【図９】図９は、本発明の実施の形態３に係る端末装置が実行する処理の概要を示すフロ
ーチャートである。
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【図１０Ａ】図１０Ａは、新規読影ワークフローにおいて端末装置に送信された症例ファ
イルの画像データ群の送信順、新規読影ワークフローにおいてキャプチャーされた画像お
よび所定期間毎の閲覧時間を模式的に示す図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、読影済検査ワークフローにおいて端末装置に送信された症例フ
ァイルの画像データ群、画像データ群の送信順および新規読影ワークフローにおいてキャ
プチャーされた画像を模式的に示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態３の変形例に係る端末装置が実行する処理の概
要を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態４に係るサーバの機能構成を示すブロック図で
ある。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態４に係るサーバが実行する処理の概要を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態に係る内視鏡システムについて、図面を参照しながら説明す
る。なお、以下の実施の形態により本発明が限定されるものではない。また、各図面の記
載において、同一部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【００２４】
（実施の形態１）
　〔内視鏡システムの構成〕
　図１は、本発明の実施の形態１に係る内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。
図１に示す内視鏡システム１は、被検体２内に導入され、被検体２内を撮影することによ
って画像データを生成し、無線信号に重畳して外部へ送信するカプセル型内視鏡３と、カ
プセル型内視鏡３から送信された無線信号を、被検体２に装着された受信アンテナユニッ
ト４を介して受信する受信装置５と、被検体２に対して実施される検査に関する検査情報
および検査結果である画像データ群を管理するとともに、画像データに画像処理を行って
画像データに対応する画像を表示する検査情報管理装置６（ワークステーション）と、ネ
ットワークＮ１００を介して検査情報管理装置６から送信された検査情報および画像デー
タ群を症例ファイル毎に記録するとともに、端末装置８から要求された症例ファイルの画
像データ群を送信するサーバ７と、ネットワークＮ１００を介して外部から検査情報およ
び症例ファイルの画像データ群を取得する端末装置８（クライアント）と、を備える。検
査情報管理装置６、サーバ７および端末装置８は、ネットワークＮ１００を介して双方向
に通信可能に無線または有線によって接続される。
【００２５】
　カプセル型内視鏡３は、被検体２内を撮像する撮像機能と、被検体２内を撮像して得ら
れた画像データを含む体内情報を受信アンテナユニット４へ送信する無線通信機能と、を
有する。カプセル型内視鏡３は、被検体２内に飲み込まれることによって被検体２内の食
道を通過し、消化管腔の蠕動運動によって被検体２の体腔内を移動する。カプセル型内視
鏡３は、被検体２の体腔内を移動しながら微小な時間間隔、例えば０．５秒間隔（２ｆｐ
ｓ）で被検体２の体腔内を順次撮像し、撮像した被検体２内の画像データを生成して受信
アンテナユニット４へ順次送信する。
【００２６】
　受信アンテナユニット４は、受信アンテナ４ａ～４ｈを備える。受信アンテナ４ａ～４
ｈは、カプセル型内視鏡３から無線信号を受信して受信装置５へ送信する。受信アンテナ
４ａ～４ｈは、ループアンテナやアクティブアンテナ等を用いて構成される。受信アンテ
ナ４ａ～４ｈの各々は、被検体２の体表面上の所定の位置、例えばカプセル型内視鏡３の
通過経路である被検体２の各臓器に対応した位置に取り付けられる。
【００２７】
　受信装置５は、受信アンテナ４ａ～４ｈを介してカプセル型内視鏡３から送信された無
線信号に含まれる被検体２内の画像データを記録または被検体２内の画像データに対応す
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る画像を表示する。受信装置５は、カプセル型内視鏡３の位置情報および時間を示す時間
情報等を、受信アンテナ４ａ～４ｈを介して受信して画像データに対応付けて記録する。
受信装置５は、カプセル型内視鏡３による検査が行われている間、例えば被検体２の口か
ら導入され、消化管内を移動して被検体２内から排出されるまでの間、受信装置ホルダ（
図示せず）に収納されて被検体２に携帯される。受信装置５は、カプセル型内視鏡３によ
る検査の終了後、被検体２から取り外され、カプセル型内視鏡３から受診した画像データ
群の転送のため、検査情報管理装置６と接続される。また、受信装置５は、カプセル型内
視鏡３による検査の終了後、後述する検査情報管理装置６を介さず、ネットワークＮ１０
０を介してサーバ７へ画像データを送信してもよいし、受信装置５に着脱自在なメモリカ
ード等の記録媒体（図示せず）を用いて画像データを転送または移動させてもよい。
【００２８】
　検査情報管理装置６は、受信装置５を介して取得した被検体２の画像データに対応する
画像を表示するとともに、画像データと被検体２の検査情報とを対応付けて記録する。検
査情報管理装置６は、受信装置５から画像データ等を読み取るクレードル６１と、キーボ
ードやマウス等の操作入力デバイス６２と、を備える。クレードル６１は、受信装置５が
装着された際に、受信装置５から画像データや、この画像データに関連付けられた位置情
報、時間情報、カプセル型内視鏡３の識別情報および被検体２に関する被検体情報等の関
連情報を取得し、取得した各種情報を検査情報管理装置６へ転送する。操作入力デバイス
６２は、ユーザの操作による入力を受け付ける。ユーザは、操作入力デバイス６２を操作
しつつ、検査情報管理装置６が表示する被検体２の画像を見ながら、被検体２の生体部位
、例えば食道、胃、小腸および大腸等を観察し、被検体２の病変等の診断および読影を行
う。また、検査情報管理装置６は、受信装置５から取得した画像データと関連情報とを対
応付けて、ネットワークＮ１００を介してサーバ７へ送信する。検査情報管理装置６は、
ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、液晶や有機ＥＬ（Electro　Luminescence）等の
表示パネルおよび揮発性メモリや不揮発性メモリ等の記録媒体等を用いて構成される。
【００２９】
　サーバ７は、ネットワークＮ１００を介して検査情報管理装置６から送信された画像デ
ータ群と関連情報とを対応付けて症例ファイル毎に記録する。ここで、関連情報とは、被
検体２を識別する識別情報、被検体２に導入したカプセル型内視鏡３を識別するカプセル
識別情報、被検体２を診断した病院や施設を識別する施設情報、被検体２を診断する医者
を識別する医者識別情報等である。また、サーバ７は、ネットワークＮ１００を介して端
末装置８から症例ファイルにおける画像データ群の送信の要求があった場合、端末装置８
から要求された症例ファイルの画像データ群を所定の送信順に従って送信する。なお、サ
ーバ７の詳細な構成は後述する。
【００３０】
　端末装置８は、サーバ７が記録する複数の症例ファイルの画像データ群の一覧を、ネッ
トワークＮ１００を介して表示し、ユーザによって選択された症例ファイルの画像データ
群の送信をサーバ７へ要求する。端末装置８は、サーバ７から送信された画像データに対
応する画像を、ネットワークＮ１００を介して表示するとともに、端末装置８で入力を受
け付けた操作情報をサーバ７へ送信する。なお、端末装置８の詳細な構成は後述する。
【００３１】
　〔サーバの詳細な構成〕
　まず、サーバ７の詳細な構成について説明する。図２は、サーバ７の機能構成を示すブ
ロック図である。図２に示すサーバ７は、通信部７１と、記録部７２と、サーバ制御部７
３と、を備える。なお、本実施の形態１では、サーバ７が蓄積部として機能する。
【００３２】
　通信部７１は、サーバ制御部７３の制御のもと、ネットワークＮ１００を介して検査情
報管理装置６または端末装置８等の外部機器との間で通信に必要な情報を含む各種データ
を所定のプロトコルに従って送受信する。
【００３３】
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　記録部７２は、Ｆｌａｓｈメモリ、ＲＡＭおよびＨＤＤ等の記録媒体を用いて構成され
、サーバ７に関する各種情報および通信部７１を介して受信した画像データや各種情報を
記録する。記録部７２は、サーバ７を動作させるためのプログラムや端末装置８の要求に
応じて端末装置８で実行させる各種アプリケーションのためのプログラムを記録するプロ
グラム記録部７２１と、カプセル型内視鏡３が生成した画像データ群等を記録する画像デ
ータ記録部７２２と、を有する。ここで、画像データ群とは、時間的に連続する複数の画
像データ、所定の間隔で撮像された複数の画像データおよびピックアップされた複数の画
像データのいずれかである。
【００３４】
　サーバ制御部７３は、サーバ７を構成する各部に対する指示やデータの転送等を行うこ
とによって、サーバ７の動作を統括的に制御する。サーバ制御部７３は、サーバ送信制御
部７３１を有する。
【００３５】
　サーバ送信制御部７３１は、端末装置８から送信された要求信号に応じて、画像データ
記録部７２２が記録する症例ファイルの画像データ群を送信する。
【００３６】
　〔端末装置の詳細な構成〕
　次に、端末装置８の詳細な構成について説明する。図３は、端末装置８の機能構成を示
すブロック図である。図３に示す端末装置８は、通信部８１と、表示部８２と、タッチパ
ネル８３と、操作入力部８４と、記録部８５と、端末制御部８６と、を備える。なお、本
実施の形態１では、端末装置８が閲覧部として機能する。なお、本実施の形態１では、端
末装置８を携帯可能な多機能型のタブレットを例に説明するが、これに限定されることな
く、例えばノート型パーソナルコンピュータであっても適用することができるし、もちろ
ん、スマートフォン等の携帯電話であっても適用することができる。
【００３７】
　通信部８１は、端末制御部８６の制御のもと、ネットワークＮ１００を介してサーバ７
との間で通信に必要な情報を含む各種データの無線信号を所定のプロトコルに従って送受
信する。具体的には、通信部８１は、ネットワークＮ１００を介してカプセル型内視鏡３
が生成した被検体２の画像データを格納した画像ファイルをサーバ７から受信（ダウンロ
ード）するとともに、端末装置８で受け付けた各種操作情報をサーバ７へ送信（アップロ
ード）する。通信部８１は、Ｗｉ-Ｆｉ（Wireless　Fidelity）（登録商標）通信、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信、４Ｇ無線や３Ｇ無線を利用した通信や、ＷｉＭＡＸ（
Worldwide　Interoperability　for　Microwave　Access）通信等のいずれかの通信方式
によって各種データを送信する。
【００３８】
　表示部８２は、サーバ７から送信された画像データに対応する画像、端末装置８に関す
る各種情報または端末装置８が実行可能な各種アプリケーションに関する情報を表示する
。表示部８２は、液晶または有機ＥＬ等の表示パネル等を用いて構成される。
【００３９】
　タッチパネル８３は、表示部８２の表示画面上に重畳して設けられ、外部からの物体（
タッチペンや指）が接触した接触位置（座標情報）を検出し、この検出結果に応じた信号
の入力を受け付ける。タッチパネル８３の方式としては、抵抗膜方式、静電容量方式およ
び光学方式のいずれの方式も適用可能である。
【００４０】
　操作入力部８４は、端末装置８の各種操作の信号の入力を受け付ける。例えば、操作入
力部８４は、端末装置８の電源をオンまたはオフする信号の入力を受け付ける電源釦、表
示部８２の表示態様を切り替える信号の入力を受け付ける切替ボタン、各種アプリケーシ
ョンを実行させる指示信号の入力を受け付けるアプリケーション実行ボタン等を用いて構
成される。
【００４１】
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　記録部８５は、Ｆｌａｓｈメモリ、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）および記録媒体
等を用いて構成され、端末装置８に関する各種情報を記録する。記録部８５は、端末装置
８を動作させるためのプログラムや各種アプリケーションを実行するためのプログラムを
記録するプログラム記録部８５１と、画像データを記録する画像データ記録部８５２と、
サーバ７から送信された画像データ群や端末装置８の処理中の各種情報等を一時的に記録
する一時記録部８５３と、を備える。
【００４２】
　端末制御部８６は、端末装置８を構成する各部に対する指示やデータの転送等を行うこ
とによって、端末装置８の動作を制御する。端末制御部８６は、ＣＰＵ等を用いて構成さ
れる。端末制御部８６は、表示制御部８６１と、推定部８６２と、設定部８６３と、送信
制御部８６４と、を有する。
【００４３】
　表示制御部８６１は、表示部８２の表示態様を制御する。表示制御部８６１は、ネット
ワークＮ１００を介してサーバ７から受信した画像データに対応する画像を表示部８２に
表示させる。
【００４４】
　推定部８６２は、タッチパネル８３または操作入力部８４を介してサーバ７が記録する
複数の画像データ群のなかから選択された画像データ群の状態を示す状態情報に基づいて
、端末装置８において画像データ群を閲覧する際の読影ワークフローの種別を推定する。
ここで、状態情報には、画像データ群に対するユーザの所見に関する所見情報、画像デー
タ群に対する読影結果に基づく診断情報および該診断情報を行ったユーザの署名に関する
署名情報の各々の有無に関する有無情報が含まれる。推定部８６２は、所見情報が無い場
合、読影ワークフローを画像データ群に対して新規に読影を行う新規読影ワークフローと
推定し、所見情報が有り、診断情報および署名情報の各々が無い場合、読影ワークフロー
を画像データ群に対する読影を途中で中断した後に再度読影を行う中断後読影再開ワーク
フローと推定し、所見情報、診断情報および署名情報の各々がある場合、読影ワークフロ
ーを読影が終了した後に再度読影を行う読影済検査ワークフローと推定する。
【００４５】
　設定部８６３は、推定部８６２が推定した読影ワークフローに基づいて、端末装置８に
おいて選択された画像データ群に対して端末装置８へ送信する送信画像データ群を設定す
る。また、設定部８６３は、推定部８６２が推定した読影ワークフローに基づいて、端末
装置８において選択した画像データ群に対して、端末装置８へ送信する送信順を設定する
。具体的には、設定部８６３は、推定部８６２が読影ワークフローを画像データ群に対し
て新規に読影を行う新規読影ワークフローと推定した場合、選択した画像データ群に対し
、この画像データ群の全体像を俯瞰的に閲覧可能な送信画像データ群を設定し、推定部８
６２が読影ワークフローを画像データ群に対する読影を途中で中断した後に再度読影を行
う中断後読影再開ワークフローと推定した場合、選択した画像データ群に対し、読影を中
断した直前の画像データの撮影時刻を基準に送信画像データ群を設定し、推定部８６２が
読影ワークフローを読影が終了した後に再度読影を行う読影済検査ワークフローと推定し
た場合、選択した画像データ群に対し、所定の情報が付加された画像データのみを送信画
像データ群に設定する。
【００４６】
　送信制御部８６４は、設定部８６３が設定した送信順に従って送信画像データ群を端末
装置８へ順次送信する制御を行う。具体的には、送信制御部８６４は、設定部８６３が設
定した送信画像データ群を端末装置８へ順次送信する制御を行うようにサーバ７へ要求信
号を送信する。
【００４７】
　〔端末装置が表示する読影画面〕
　次に、上述した端末装置８が表示する読影画面の詳細について説明する。図４は、端末
装置８が表示する読影画面の一例を示す図である。
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【００４８】
　図４に示すように、読影画面Ｂ２には、画像データに対応する画像Ｐを表示する画像領
域Ｒと、画像データ群を時系列に沿って順次再生する動画再生モードを指示する指示信号
の入力を受け付ける動画アイコンＡ１と、画像データ群を所定の枚数だけ一覧表示するオ
ーバビューモードを指示する指示信号の入力を受け付けるオーバービューアイコンＡ２と
、動画の再生フレームレートを設定する指示信号の入力を受け付けるフレームレートアイ
コンＡ３と、実再生フレーム（Actual　speed）を表示する表示領域Ａ４と、画像データ
群を一枚毎に表示する一枚表示モードを指示する指示信号の入力を受け付ける一枚表示モ
ードアイコンＡ５と、動画のコマを複数同時に表示させる複数表示モードを指示する指示
信号の入力を受け付ける複数表示モードアイコンＡ６と、画像データ群に対して特定の条
件で抽出した特徴的な画像を表示する特徴画像再生モードを指示する指示信号の入力を受
け付ける特徴画像再生モードアイコンＡ７と、画像データ群に対して出血や赤色を含む赤
色画像データを抽出して赤色画像を表示する出血モードを指示する指示信号の入力を受け
付けるレッドモードアイコンＡ８と、画像が撮影された際のカプセル型内視鏡３の位置を
３次元的に模式的に表示する３次元モードを指示する指示信号の入力を受け付ける３次元
モードアイコンＡ９と、選択されている再生モードを表示するモード表示領域Ａ１０と、
再生される画像データのコマ送りまたはコマ戻りを指示する指示信号の入力を受け付ける
コマ指示部Ａ１１と、を含む。
【００４９】
　さらに、読影画面Ｂ２には、選択された症例の平均色バーＴ１と、平均色バーＴ１上に
対応する画像を選択するスライドバーＴ２と、スライドバーＴ２の時間（選択位置を示す
）と、タイムコードＴ３と、選択された症例のダウンロード状況を示すダウンロードバー
Ｔ４と、選択された症例であって、既に読影済みでキャプチャーされたキャプチャー画像
Ｃ１～Ｃ３と、を含む。
【００５０】
　さらにまた、フレームレートアイコンＡ３には、フレームレートを下げる指示信号の入
力を受け付けるダウンアイコンＡ３１と、フレームレートを上げる指示信号の入力を受け
付けるアップアイコンＡ３２と、を含む。さらに、コマ指示部Ａ１１には、画像のコマ送
りを指示する指示信号の入力を受け付けるコマ送りアイコンＡ１１１と、画像のコマ戻り
を指示する指示信号の入力を受け付けるコマ戻りアイコンＡ１１２と、を含む。
【００５１】
　なお、読影画面Ｂ２には、特徴画像再生モードアイコンＡ７およびレッドモードアイコ
ンＡ８の並びに、画像データ群から特徴的な画像データを抽出したり、赤み成分の強い画
像データを抽出したりせず、画像データ群の全てを順次再生するノーマルモードを指示す
る指示信号の入力を受け付けるノーマルモードアイコンおよび画像データ群から所定の条
件で抽出された一部の画像データのみを順次再生するオートスピードモード（Auto　Spee
d　Adjust）を指示する指示信号の入力を受け付けるオートスピードモードアイコンを設
けてもよい。この２つのモードの場合、読影画面Ｂ２の画像領域Ｒに選択された症例の画
像データ群を全て表示させないので、サーバ７からダウンロードするデータの通信量を抑
制することができる。
【００５２】
　〔端末装置の処理〕
　次に、医者等のユーザが端末装置８を用いてサーバ７に記録された所定の症例ファイル
に対して読影を行う際の端末装置８の処理について説明する。図５は、端末装置８が実行
する処理の概要を示すフローチャートである。
【００５３】
　図５に示すように、まず、ユーザによって操作入力部８４が操作され、読影開始を指示
する指示信号が入力された場合、送信制御部８６４は、サーバ７に対して症例一覧データ
（検査ＩＤと画像データ群とを対応付けた症例ファイル）を要求する要求信号を送信する
（ステップＳ１０１）。
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【００５４】
　続いて、サーバ７から症例一覧データを受信した場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、
端末装置８は、後述するステップＳ１０３へ移行する。これに対して、サーバ７から症例
一覧データを受信していない場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ）、端末装置８は、上述した
ステップＳ１０１へ戻る。
【００５５】
　ステップＳ１０３において、操作入力部８４から表示部８２が表示する複数の症例のい
ずれかを選択する選択信号が入力された場合（ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）、端末装置８
は、後述するステップＳ１０５へ移行する。これに対して、操作入力部８４から表示部８
２が表示する複数の症例のいずれかを選択する選択信号が入力されていない場合（ステッ
プＳ１０３：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ１０４へ移行する。
【００５６】
　ステップＳ１０４において、操作入力部８４からログアウトする指示信号が入力された
場合（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、端末装置８は、本処理を終了する。これに対して、
操作入力部８４からログアウトする指示信号が入力されていない場合（ステップＳ１０４
：Ｎｏ）、端末装置８は、上述したステップＳ１０３へ戻る。
【００５７】
　ステップＳ１０５において、送信制御部８６４は、操作入力部８４から入力された選択
信号をサーバ７へ送信する。
【００５８】
　続いて、サーバ７から操作入力部８４を介して選択された症例ファイルにおける画像デ
ータ群の状態情報を受信した場合（ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、端末装置８は、後述す
るステップＳ１０７へ移行する。これに対して、サーバ７から操作入力部８４を介して選
択された症例ファイルにおける画像データ群の状態情報を受信していない場合（ステップ
Ｓ１０６：Ｎｏ）、端末装置８は、上述したステップＳ１０５へ戻る。
【００５９】
　ステップＳ１０７において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報にユーザの所見に関する所見情報があるか否かを判定する。推定部８６２が症例フ
ァイルにおける画像データ群の状態情報に所見情報があると判定した場合（ステップＳ１
０７：Ｙｅｓ）、端末装置８は、後述するステップＳ１１０へ移行する。これに対して、
推定部８６２が症例ファイルにおける画像データ群の状態情報に所見情報がないと判定し
た場合（ステップＳ１０７：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ１０８へ移行す
る。
【００６０】
　ステップＳ１０８において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報にユーザの所見に関する所見情報がないため、症例ファイルの画像データ群に対す
る読影ワークフローを、画像データ群に対して新規に読影を行う新規読影ワークフローと
推定する。ここで、新規読影ワークフローとは、ユーザが症例ファイルの画像データ群に
対して初めて読影を行うこと、ユーザが症例ファイルの画像データ群に対して、一度、概
要だけを確認している状態で初めて詳細に読影を行うこと、およびユーザが症例ファイル
の画像データ群に対して、読影を完了しているが、異なる別のユーザが再度、一から読影
を行うことのいずれかである。
【００６１】
　続いて、設定部８６３は、推定部８６２が推定した新規読影ワークフローに基づいて、
操作入力部８４によって選択された症例ファイルの画像データ群に対して端末装置８にお
いて最適に画像を閲覧するための送信画像データ群および送信順を設定する（ステップＳ
１０９）。ステップＳ１０９の後、端末装置８は、後述するステップＳ１１８へ移行する
。具体的には、設定部８６３は、症例ファイルの画像データ群に対し、画像データ群の全
体像を俯瞰的に閲覧可能な送信画像データ群および送信順を設定する。なお、設定部８６
３は、症例ファイルの画像データ群に対し、画像データ群の先頭の画像データ（最も撮影
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時刻が古い）から送信されるように送信順を設定してもよいし、所定の臓器、例えば小腸
が写る最初の画像データ（幽門が写る十二指腸の画像）から送信されるように送信順を設
定してもよい。また、画像データ群の全体像を俯瞰的に閲覧可能な送信画像データ群およ
び送信順を設定する場合、設定部８６３は、症例ファイルの画像データ群に対し、平均色
バーＴ１に対応する画像データ群、時系列画像における最初の所定枚数（例えば１００枚
）の画像データ群および赤色を検出している画像データ群を、送信画像データに設定する
。そして、設定部８６３は、例えば平均色バーＴ１に対応する画像データ群、時系列画像
における最初の所定枚数（例えば１００枚）の画像データ群および赤色を検出している画
像データ群の順に送信順を設定する。この場合において、設定部８６３は、ユーザがスラ
イドバーＴ２（図４を参照）を用いて画像を選択したとき、ユーザがスライドバーＴ２（
図４を参照）によって選択した画像の時間より後の所定枚数（例えば１００枚）およびユ
ーザがスライドバーＴ２によって選択した画像の時間より前の所定枚数（例えば１００枚
）を送信画像データ群に設定する。さらに、設定部８６３は、ユーザがスライドバーＴ２
によって選択した画像の時間より後の所定枚数およびユーザがスライドバーＴ２によって
選択した画像の時間より前の所定枚数の順に送信順を設定する。
【００６２】
　また、設定部８６３は、ユーザが選択した症例ファイルにおける画像データ群の概略確
認を行うためにオーバビューモードを選択した場合、症例ファイルの画像データ群に対し
、平均色バーＴ１に対応する画像データ群およびオーバービュー画面用の画像データ群を
送信画像データ群に設定するとともに、平均色バーＴ１に対応する画像データ群およびオ
ーバービュー画面用の画像データ群の順に送信順を設定する。この場合において、設定部
８６３は、表示部８２が表示するオーバービュー画面でユーザが画像を選択したとき、選
択した画像の時間より後の所定枚数（例えば２０枚）および選択した画像の時間より前の
所定枚数（例えば２０枚）の順に送信順をさらに設定する。
【００６３】
　ステップＳ１１０において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に診断情報があるか否かを判定する。推定部８６２が症例ファイルにおける画像デ
ータ群の状態情報に診断情報があると判定した場合（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、端末
装置８は、後述するステップＳ１１３へ移行する。これに対して、推定部８６２が症例フ
ァイルにおける画像データ群の状態情報に診断情報がないと判定した場合（ステップＳ１
１０：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ１１１へ移行する。
【００６４】
　ステップＳ１１１において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に所見情報があり、診断情報がないため、画像データ群に対する読影ワークフロー
を、症例ファイルの画像データ群に対する読影を途中で中断した後に再度読影を行う中断
後読影再開ワークフローと推定する。ここで、中断後読影再開ワークフローとは、症例フ
ァイルの画像データ群に対して、途中まで読影が行われているが、同じ人が別の場所や時
間に、読影の続きを行うことである。
【００６５】
　その後、設定部８６３は、推定部８６２が推定した中断後読影再開ワークフローに基づ
いて、操作入力部８４によって選択された症例ファイルの画像データ群に対して端末装置
８において最適に画像を閲覧するための送信画像データ群および送信順を設定する（ステ
ップＳ１１２）。ステップＳ１１２の後、端末装置８は、後述するステップＳ１１８へ移
行する。具体的には、設定部８６３は、前回の読影後から所定時間（例えば２４時間）経
過していない場合、症例ファイルの画像データ群に対し、読影を中断した直前の画像の撮
影時間を基準に所定時間に前後する所定の枚数の画像データ群を設定する。より具体的に
は、設定部８６３は、現在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より後の所定枚
数（例えば１００枚）および現在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より前の
所定枚数（例えば１００枚）を送信画像データ群に設定する。さらに、設定部８６３は、
現在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より後の所定枚数（例えば１００枚）
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および現在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より前の所定枚数（例えば１０
０枚）の順に送信順を設定する。
【００６６】
　また、設定部８６３は、前回の読影後から所定時間（例えば２４時間）経過し、症例フ
ァイルの画像データ群を概略確認する場合、平均色バーＴ１に対応する画像データ群、現
在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より後の所定枚数（例えば１００枚）の
画像データ群および現在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より前の所定枚数
（例えば１００枚）の画像データ群を送信画像データ群に設定する。さらに、設定部８６
３は、平均色バーに対応する画像データ群、現在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮
影時間より後の所定枚数（例えば１００枚）の画像データ群および現在のスライドバーＴ
２に対応する画像の撮影時間より前の所定枚数（例えば１００枚）の画像データ群を送信
画像データの順に送信順を設定する。
【００６７】
　ステップＳ１１３において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に対して診断情報を書き込んだユーザによる診断の終了を示す署名（サイン）があ
るか否かを判定する。推定部８６２が症例ファイルにおける画像データ群の状態情報に診
断情報に対するユーザの署名があると判定した場合（ステップＳ１１３：Ｙｅｓ）、端末
装置８は、後述するステップＳ１１６へ移行する。これに対して、推定部８６２が症例フ
ァイルにおける画像データ群の状態情報に診断情報に対するユーザの署名がないと判定し
た場合（ステップＳ１１３：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ１１４へ移行す
る。
【００６８】
　ステップＳ１１４において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に、所見情報および診断情報があり、診断情報に対するユーザによる読影の終了を
示す署名がないため、症例ファイルの画像データ群に対する読影ワークフローが中断後読
影再開ワークフローと推定する。
【００６９】
　その後、設定部８６３は、推定部８６２が推定した中断後読影再開ワークフローに基づ
いて、操作入力部８４によって選択された症例ファイルの画像データ群に対して端末装置
８において最適に画像を閲覧するための送信画像データ群および送信順を設定する（ステ
ップＳ１１５）。ステップＳ１１５の後、端末装置８は、後述するステップＳ１１８へ移
行する。具体的には、設定部８６３は、前回の読影後から所定時間（例えば２４時間）経
過していない場合、症例ファイルの画像データ群に対し、平均色バーＴ１に対応する画像
データ群、および読影を中断した直前の画像の撮影時間を基準に所定時間に前後する所定
の枚数の画像データ群を設定する。より具体的には、設定部８６３は、平均色バーＴ１に
対応する画像データ群を送信画像データ群に設定するとともに、現在のスライドバーＴ２
に対応する画像の撮影時間より後の所定枚数（例えば１００枚）の画像データ群および現
在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より前の所定枚数（例えば１００枚）の
画像データ群を送信画像データ群に設定する。さらに、設定部８６３は、平均色バーＴ１
に対応する画像データ群、現在のスライドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より後の所
定枚数（例えば１００枚）の画像データ群および現在のスライドバーＴ２に対応する画像
の撮影時間より前の所定枚数（例えば１００枚）の画像データ群の順に送信順を設定する
。
【００７０】
　ステップＳ１１６において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に所見情報および診断情報があり、診断情報を書き込んだユーザによる診断の終了
を示す署名があるため、症例ファイルの画像データ群に対する読影ワークフローを読影済
検査ワークフローと推定する。ここで、読影済検査ワークフローとは、症例ファイルの画
像データ群に対して、ユーザが一度読影を行った後に、気になる期間や部分があるため、
再度、読影を行うこと、症例ファイルの画像データ群に対して、ユーザが読影を完了して
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いるが、別のユーザが読影結果の内容を確認しながら最終読影を行うこと、症例ファイル
の画像データ群に対して、ユーザが読影を完了しているが、別の被検体（患者）の画像デ
ータ群や別の症例ファイルの画像データ群を読影している際に参考として読影を行うこと
、症例ファイルの画像データ群に対して、ユーザが読影を完了しているが、症例ファイル
の画像データ群と同じ被検体（同じ患者）が再度検査（経過観察の検査や再検査）を行っ
たため、過去の結果を参照して読影を行うこと、および症例ファイルの画像データ群に対
して、ユーザが読影を完了しているが、特徴的な症例のため、他の人へのデモ等のために
読影を行うことのいずれかである。
【００７１】
　続いて、設定部８６３は、推定部８６２が推定した読影済検査ワークフローに基づいて
、操作入力部８４によって選択された症例ファイルの画像データ群に対して端末装置８に
おいて最適に画像を閲覧するための送信画像データ群および送信順を設定する（ステップ
Ｓ１１７）。ステップＳ１１７の後、端末装置８は、後述するステップＳ１１８へ移行す
る。具体的には、設定部８６３は、前回の読影後、所定時間が経過し、ピックアップ済み
画像の確認を行う場合、ピックアップ画像（キャプチャー画像）の撮影時間より後の所定
枚数（例えば３０枚）の画像データ群、ピックアップ画像（キャプチャー画像）の撮影時
間より前の所定枚数（例えば３０枚）の画像データ群、現在のスライドバーＴ２に対応す
る画像の撮影時間より後の所定枚数（例えば１００枚）の画像データ群および現在のスラ
イドバーＴ２に対応する画像の撮影時間より前の所定枚数（例えば１００枚）の画像デー
タ群を送信画像データ群に設定する。さらに、設定部８６３は、前回の読影後、所定時間
が経過し、ピックアップ済み画像の確認を行う場合、ピックアップ画像（キャプチャー画
像）の撮影時間より後の所定枚数（例えば３０枚）、ピックアップ画像（キャプチャー画
像）の撮影時間より前の所定枚数（例えば３０枚）、現在のスライドバーＴ２に対応する
画像の撮影時間より後の所定枚数（例えば１００枚）および現在のスライドバーＴ２に対
応する画像の撮影時間より前の所定枚数（例えば１００枚）の順に送信順を設定する。
【００７２】
　図６Ａは、新規読影ワークフローにおいて端末装置８に送信された症例ファイルの画像
データ群の送信順およびキャプチャーされた画像を模式的に示す図である。図６Ｂは、読
影済検査ワークフローにおいて端末装置８に送信された症例ファイルの画像データ群、画
像データ群の送信順および新規読影ワークフローにおいてキャプチャーされた画像を模式
的に示す図である。なお、図６Ａおよび図６Ｂにおいて、数字は、画像データ群における
画像の撮影順を示す。
【００７３】
　図６Ａに示すように、端末装置８は、通常、新規読影ワークフローの場合、症例ファイ
ルの画像データ群に対して、撮影順に画像データ群を要求する。このとき、ユーザは、新
規読影ワークフローにおいて表示部８２が表示する画像を見ながら、操作入力部８４を介
して特徴的な画像をピックアップする。例えば、ユーザは、画像データ群の期間Ｄ２（画
像１０１～画像２００）において、画像１１０および画像１２５を特徴的な画像としてピ
ックアップする。さらに、ユーザは、画像データ群の期間Ｄ４（画像３０１～画像４００
）において、画像３３０および画像３４３を特徴的な画像としてピックアップする。また
、読影作業は、一度だけ行うものとは限らず、同一者が複数回、または別の人が実施する
可能性がある。さらに、読影作業は、別の病院や検査機関に依頼し、突き合わせを行う場
合もある。読影作業は、複数回行ったとしても、特徴的な画像としてピックアップする画
像が同じものである可能性が高い。そこで、設定部８６３は、読影済検査ワークフロー（
同じ症例ファイルに対する２回目以降の読影ワークフロー）において、その前の読影作業
において特徴的な画像としてピックアップされたキャプチャー画像の近傍を送信画像デー
タ群に設定するとともに、キャプチャー画像の近傍の送信画像データ群に対する送信順を
設定する。
【００７４】
　具体的には、図６Ｂに示すように、設定部８６３は、推定部８６２が読影済検査ワーク
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フローと推定した場合、その前の読影作業において特徴的な画像としてピックアップされ
たキャプチャー画像の近傍の画像データ（例えば期間Ｄ２の画像１０１～画像２００，期
間Ｄ４の画像３０１～画像４００）のみを送信画像データ群に設定するとともに、キャプ
チャー画像の近傍の送信画像データ群のみを送信順に設定する。より具体的には、設定部
８６３は、症例ファイルの画像データ群に対し、ピックアップ画像（キャプチャー画像）
の撮影時間より後の所定枚数（例えば３０枚）、ピックアップ画像（キャプチャー画像）
の撮影時間より前の所定枚数（例えば３０枚）および平均色バーに対応する画像データ群
を送信画像データ群に設定する。さらに、設定部８６３は、ピックアップ画像（キャプチ
ャー画像）の撮影時間より後の所定枚数（例えば３０枚）、ピックアップ画像（キャプチ
ャー画像）の撮影時間より前の所定枚数（例えば３０枚）および平均色バーに対応する画
像データ群の順で送信順を設定する。これにより、読影時のダウンロードの待ち時間を軽
減することができる。さらに、特徴的な画像としてピックアップされたキャプチャー画像
の近傍を送信画像データ群に設定するので、無駄な画像データのダウンロードを行わない
ので、通信量を軽減することができる。この結果、通信費を安くすることができる。
【００７５】
　ステップＳ１１８において、送信制御部８６４は、設定部８６３が設定した送信画像デ
ータ群および送信順に基づいて、サーバ７から画像データ群を要求する要求信号を送信す
る。
【００７６】
　続いて、送信制御部８６４は、サーバ７から画像データを受信して一時記録部８５３に
記録して表示部８２に表示させる（ステップＳ１１９）。
【００７７】
　その後、送信制御部８６４は、操作入力部８４を介して行われるユーザの読影操作に従
って、サーバ７から画像データを要求する要求信号を送信する（ステップＳ１２０）。
【００７８】
　続いて、操作入力部８４から読影の終了を指示する終了信号が入力された場合（ステッ
プＳ１２１：Ｙｅｓ）、送信制御部８６４は、症例ファイルに対する読影の操作履歴に関
する操作状態情報を症例ファイルの状態情報に対応付け、この状態情報をサーバ７へ送信
する（ステップＳ１２２）。ステップＳ１２２の後、端末装置８は、本処理を終了する。
【００７９】
　ステップＳ１２１において、操作入力部８４から読影の終了を指示する終了信号が入力
されていない場合（ステップＳ１２１：Ｎｏ）、端末装置８は、上述したステップＳ１２
０へ戻る。
【００８０】
　以上説明した本発明の実施の形態１によれば、推定部８６２が画像データ群の状態情報
に基づいて、端末装置８において画像データ群を閲覧する際の読影ワークフローの種別を
推定し、設定部８６３が推定部８６２によって推定された読影ワークフローに基づいて、
選択した画像データ群に対して端末装置８へ送信する送信画像データ群を設定し、送信制
御部８６４が設定部８６３によって設定された送信画像データ群を端末装置８へ送信する
制御を行うので、読影ワークフローの種別に応じた必要最低限の画像データ群のみを効率
的に送信することができる。この結果、画像データのダウンロードを効率的に行うことが
できるので、ユーザの待ち時間を最小化することができる。
【００８１】
　また、本発明の実施の形態１によれば、設定部８６３が推定部８６２によって読影ワー
クフローが読影済検査ワークフローと推定された場合、画像データ群に対し、所定の情報
が付加された画像データのみを送信画像データ群に設定するので、不要な画像データが送
信されることを防止することができる。この結果、通信量を抑えることができるので、通
信料の増加を防止することができる。
【００８２】
（実施の形態１の変形例）
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　次に、本発明の実施の形態１の変形例について説明する。本実施の形態１の変形例１は
、端末装置の設定部が設定する読影済検査ワークフローに基づく送信画像データ群の設定
方法が異なる。以下においては、本実施の形態１の変形例に係る端末装置の設定部が設定
する読影済検査ワークフローに基づく送信画像データ群の設定方法について説明する。な
お、上述した実施の形態１に係る内視鏡システム１と同一の構成には同一の符号を付して
説明を省略する。
【００８３】
　図７Ａは、新規読影ワークフローにおいて端末装置８に送信された症例ファイルの画像
データ群の送信順を模式的に示す図である。図７Ｂは、読影済検査ワークフローにおいて
端末装置８に送信された症例ファイルの画像データ群および送信順を模式的に示す図であ
る。なお、図７Ａおよび図７Ｂにおいて、数字は、画像データ群における画像の撮影順を
示す。
【００８４】
　図７Ａに示すように、端末装置８は、新規読影ワークフローの場合、症例ファイルの画
像データ群に対して、撮影順に画像データ群を要求する。このとき、ユーザは、新規読影
ワークフローにおいて表示部８２が表示する画像を見ながら、操作入力部８４を介して読
影に不要な画像を除外する。例えば、ユーザは、画像データ群の期間Ｄ１や期間Ｄ５の画
像データ群を不要な画像として除外する。ここで、不要な画像とは、体外の画像、個人情
報を特定できる画像、局部が写るプライバシーの侵害の恐れのある画像、対象以外の部位
の画像（例えば小腸用のカプセル型内視鏡の場合、食道、胃および大腸）、画質が悪く読
影に不適切な画像および特徴的な部位が写っていない画像である。そこで、設定部８６３
は、読影済検査ワークフロー（同じ症例ファイルに対する２回目以降の読影ワークフロー
）において、その前の読影作業において、読影に不要な画像として除外された画像データ
群を、送信画像データ群から除外する。
【００８５】
　具体的には、図７Ｂに示すように、設定部８６３は、推定部８６２が読影済検査ワーク
フローと推定した場合、その前の読影作業において読影に不要とされた期間Ｄ１（画像１
～画像１００）および期間Ｄ５（画像４０１～画像５００）を除外して送信画像データ群
を設定する。これにより、読影時のダウンロードの待ち時間を軽減することができる。さ
らに、読影に不要と判断された画像データ群を送信画像データ群から除外して設定するの
で、無駄な画像データがダウンロードされることを防止することができる。この結果、通
信量を抑えることができるので、通信料の増加を防止することができる。
【００８６】
　以上説明した本発明の実施の形態１の変形例によれば、設定部８６３は、推定部８６２
が読影済検査ワークフローと推定した場合、その前の読影作業において読影に不要とされ
た期間Ｄ１（画像１～画像１００）および期間Ｄ５（画像４０１～画像５００）を除外し
て送信画像データ群を設定するので、読影時のダウンロードの待ち時間を軽減することが
できるとともに、読影に不要と判断された画像データ群を送信画像データ群から除外して
設定するので、無駄な画像データがダウンロードされることを防止することができる。こ
の結果、通信量を抑えることができるので、通信料の増加を防止することができる。
【００８７】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。本実施の形態２に係る内視鏡システム
は、上述した実施の形態１に係る内視鏡システム１と同一の構成を有し、端末装置が実行
する処理が異なる。以下においては、本実施の形態２に係る端末装置が実行する処理につ
いて説明する。なお、上述した実施の形態１に係る内視鏡システム１と同一の構成には同
一の符号を付して説明を省略する。
【００８８】
　〔端末装置の処理〕
　図８は、本実施の形態２に係る端末装置８が実行する処理の概要を示すフローチャート
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である。図８において、ステップＳ２０１～ステップＳ２０９は、上述した図５のステッ
プＳ１０１～ステップＳ１０９それぞれに対応する。
【００８９】
　ステップＳ２１０において、推定部８６２は、所見情報が初期値（Default）であるか
否かを判定する。具体的には、推定部８６２によって所見情報が初期値であると判定され
た場合（ステップＳ２１０：Ｙｅｓ）、端末装置８は、ステップＳ２０８へ移行する。こ
れに対して、推定部８６２によって所見情報が初期値でないと判定された場合（ステップ
Ｓ２１０：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ２１１へ移行する。
【００９０】
　ステップＳ２１１において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に基づいて、症例ファイルの画像データ群に対して新規な所見情報の作成を行うか
否かを判定する。具体的には、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に基づいて、所見情報が１つ以上存在するが、操作入力部８４から新規な所見情報
の作成を指示する指示信号が入力されたか否かを判定する。推定部８６２が症例ファイル
の画像データ群に対して新規な所見情報の作成を行うと判定した場合（ステップＳ２１１
：Ｙｅｓ）、端末装置８は、後述するステップＳ２１２へ移行する。これに対して、推定
部８６２が症例ファイルの画像データ群に対して新規な所見情報の作成を行わないと判定
した場合（ステップＳ２１１：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ２１４へ移行
する。
【００９１】
　ステップＳ２１２において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に所見情報があり、所見情報が初期値でないにも関わらず、操作入力部８４から新
規な所見情報の作成を指示する指示信号が入力されているため、症例ファイルの画像デー
タ群に対する読影ワークフローを別途新規読影ワークフローと推定する。
【００９２】
　続いて、設定部８６３は、推定部８６２が推定した別途新規読影ワークフローに基づい
て、操作入力部８４によって選択された症例ファイルの画像データ群に対して端末装置８
において最適に画像を閲覧するための送信画像データ群および送信順を設定する（ステッ
プＳ２１３）。この場合、設定部８６３は、上述した実施の形態１の変形例のように、症
例ファイルの画像データ群に対し、読影に不要と判断された画像データ群を送信画像デー
タ群から除外して送信画像データ群を設定する。これにより、症例ファイルにおける画像
データ群の状態情報に所見情報があり、所見情報が初期値でないにも関わらず、新規な所
見情報を作成する場合であっても、無駄な画像データがダウンロードされることを防止す
ることができ、通信量を軽減することができるとともに、無駄なダウンロードによる待ち
時間を短くすることができる。ステップＳ２１３の後、端末装置８は、後述するステップ
Ｓ２２２へ移行する。
【００９３】
　ステップＳ２１４～ステップＳ２２６は、図５のステップＳ１１０～ステップＳ１２２
それぞれに対応する。ステップＳ２２６の後、端末装置８は、本処理を終了する。
【００９４】
　以上説明した本発明の実施の形態２によれば、読影ワークフローの種別に応じた必要最
低限の画像データ群のみを効率的に送信することができる。この結果、画像データのダウ
ンロードを効率的に行うことができるので、ユーザの待ち時間を最小化することができる
。
【００９５】
　また、本発明の実施の形態２によれば、設定部８６３が読影に不要と判断された画像デ
ータ群を送信画像データ群から除外して送信画像データ群のみを設定するので、不要な画
像データが送信されることを防止することができる。この結果、通信量を抑えることがで
きるので、通信料の増加を防止することができる。
【００９６】
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（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。本実施の形態３に係る内視鏡システム
は、上述した実施の形態１に係る内視鏡システム１と同一の構成を有し、端末装置が実行
する処理が異なる。具体的には、上述した実施の形態１では、症例ファイルにおける画像
データ群の状態情報に含まれる所見情報、診断情報および署名に基づいて、画像データ群
の状態に応じた読影ワークフローの種別を推定して画像データ群における送信画像データ
群を設定していたが、本実施の形態３では、症例ファイルにおける画像データ群の状態情
報に含まれるログ情報に基づいて、読影ワークフローの種別を推定して症例ファイルの画
像データ群における送信画像データ群を設定する。以下においては、本実施の形態３に係
る端末装置が実行する処理について説明する。なお、上述した実施の形態１に係る内視鏡
システム１と同一の構成には同一の符号を付して説明を省略する。
【００９７】
　〔端末装置の処理〕
　図９は、本実施の形態３に係る端末装置８が実行する処理の概要を示すフローチャート
である。図９において、ステップＳ３０１～ステップＳ３０６は、上述した図５のステッ
プＳ１０１～ステップＳ１０６それぞれに対応する。
【００９８】
　ステップＳ３０７において、推定部８６２は、操作入力部８４を介して選択された症例
ファイルにおける画像データ群の状態情報に含まれるログ情報に基づいて、症例ファイル
における画像データ群に対する端末装置８のアクセスログがあったか否かを判定する。こ
こで、ログ情報とは、端末装置８による画像データ群に対するアクセスログ情報、端末装
置８において画像データを閲覧した際の操作ログ情報、端末装置８における画像データ群
を閲覧する際の閲覧モードに関する閲覧モードログ情報、画像データ群を読影したユーザ
を識別する識別ログ情報および端末装置８において画像データ群を閲覧した閲覧時間に関
する閲覧時間ログ情報である。推定部８６２が症例ファイルの画像データ群に対して端末
装置８のアクセスログがあったと判定した場合（ステップＳ３０７：Ｙｅｓ）、端末装置
８は、後述するステップＳ３０８へ移行する。これに対して、推定部８６２が症例ファイ
ルの画像データ群に対して端末装置８のアクセスログがなかったと判定した場合（ステッ
プＳ３０７：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ３１０へ移行する。
【００９９】
　ステップＳ３０８において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に含まれるログ情報に基づいて、端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対し
てアクセスしていた時間が所定時間以上であるか否かを判定する。具体的には、推定部８
６２は、症例ファイルの状態情報に含まれるログ情報の閲覧時間ログ情報に基づいて、端
末装置８が症例ファイルの画像データ群に対してアクセスしていた時間が所定時間、例え
ば１０分以上であるか否かを判定する。推定部８６２によって端末装置８が症例ファイル
の画像データ群に対してアクセスしていた時間が所定時間以上であると判定された場合（
ステップＳ３０８：Ｙｅｓ）、端末装置８は、後述するステップＳ３０９へ移行する。こ
れに対して、推定部８６２によって端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対してア
クセスしていた時間が所定時間以上でないと判定された場合（ステップＳ３０８：Ｎｏ）
、端末装置８は、後述するステップＳ３１０へ移行する。
【０１００】
　ステップＳ３０９において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に含まれるログ情報に基づいて、端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対し
て簡易的な方法でのみアクセスしたか否かを判定する。具体的には、推定部８６２は、症
例ファイルにおける画像データ群の状態情報に含まれるログ情報の閲覧モードログ情報ま
たは閲覧時間ログ情報に基づいて、端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対して全
体を読影しているが、この読影時におけるフレームレートの設定が早いか（例えば２４０
ｆｐｓ）、または症例ファイルの画像データ群に対してオーバビューモード等の一覧モー
ドによって読影を行ったか否かを判定することによって、簡易的な方法でのみアクセスし
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たか否かを判定する。推定部８６２によって端末装置８が症例ファイルの画像データ群に
対して簡易的な方法でのみアクセスしていたと判定された場合（ステップＳ３０９：Ｙｅ
ｓ）、端末装置８は、後述するステップＳ３１０へ移行する。これに対して、推定部８６
２によって端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対して簡易的な方法でのみアクセ
スしていないと判定された場合（ステップＳ３０９：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するス
テップＳ３１２へ移行する。
【０１０１】
　ステップＳ３１０およびステップＳ３１１は、上述した図５のステップＳ１０８および
ステップＳ１０９それぞれに対応する。ステップＳ３１１の後、端末装置８は、後述する
ステップＳ３２０へ移行する。
【０１０２】
　ステップＳ３１２において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に含まれるログ情報に基づいて、端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対し
て前回アクセスした端末装置８のＩＤと同じであるか否かを判定する。具体的には、推定
部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状態情報に含まれるログ情報の識別ロ
グ情報に基づいて、症例ファイルの画像データ群に対して前回アクセスした人と別の人が
アクセスしているか否かを判定する。推定部８６２によって端末装置８が症例ファイルの
画像データに対して前回アクセスした端末装置８のＩＤと同じであると判定された場合（
ステップＳ３１２：Ｙｅｓ）、端末装置８は、後述するステップＳ３１３へ移行する。こ
れに対して、推定部８６２によって端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対して前
回アクセスした端末装置８のＩＤと同じでないと判定された場合（ステップＳ３１２：Ｎ
ｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ３１７へ移行する。
【０１０３】
　ステップＳ３１３において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に含まれるログ情報に基づいて、端末装置８が症例ファイルに対して前回アクセス
した時間から所定時間内であるか否かを判定する。具体的には、推定部８６２は、症例フ
ァイルにおける画像データ群の状態情報に含まれるログ情報の閲覧時間ログ情報に基づい
て、端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対して前回アクセスした時間から２週間
以内であるか否かを判定する。推定部８６２によって端末装置８が症例ファイルの画像デ
ータ群に対して前回アクセスした時間から所定時間内であると判定された場合（ステップ
Ｓ３１３：Ｙｅｓ）、端末装置８は、後述するステップＳ３１４へ移行する。これに対し
て、推定部８６２によって端末装置８が症例ファイルの画像データ群に対して前回アクセ
スした時間から所定時間内でないと判定された場合（ステップＳ３１３：Ｎｏ）、端末装
置８は、後述するステップＳ３１７へ移行する。
【０１０４】
　ステップＳ３１４において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に含まれるログ情報に基づいて、症例ファイルの画像データ群に対してユーザの最
終診断の署名があるか否かを判定する。推定部８６２によって症例ファイルの画像データ
群に対してユーザの最終診断の署名があると判定された場合（ステップＳ３１４：Ｙｅｓ
）、端末装置８は、後述するステップＳ３１５へ移行する。これに対して、推定部８６２
によって症例ファイルの画像データ群に対してユーザの最終診断の署名がないと判定され
た場合（ステップＳ３１４：Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ３１７へ移行す
る。
【０１０５】
　ステップＳ３１５は、上述した図５のステップＳ１１６に対応する。ステップＳ３１５
の後、端末装置８は、後述するステップＳ３１６へ移行する。
【０１０６】
　ステップＳ３１６において、設定部８６３は、推定部８６２が推定した読影済検査ワー
クフローに基づいて、操作入力部８４によって選択された症例ファイルの画像データ群に
対して端末装置８において最適に画像を閲覧するための送信画像データ群および送信順を
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設定する。ステップＳ３１６の後、端末装置８は、後述するステップＳ３２０へ移行する
。
【０１０７】
　図１０Ａは、新規読影ワークフローにおいて端末装置８に送信された症例ファイルの画
像データ群の送信順、新規読影ワークフローにおいてキャプチャーされた画像および所定
期間毎の閲覧時間を模式的に示す図である。図１０Ｂは、読影済検査ワークフローにおい
て端末装置８に送信された症例ファイルの画像データ群、画像データ群の送信順および新
規読影ワークフローにおいてキャプチャーされた画像を模式的に示す図である。なお、図
１０Ａおよび図１０Ｂにおいて、数字は、画像データ群における画像の撮影順を示す。
【０１０８】
　図１０Ａに示すように、端末装置８は、通常、新規読影ワークフローの場合、症例ファ
イルの画像データ群に対して、撮影順に画像データ群を要求する。このとき、ユーザは、
新規読影ワークフローにおいて表示部８２が表示する画像を見ながら、操作入力部８４を
介して特徴的な画像をピックアップする。例えば、ユーザは、画像データ群の期間Ｄ２（
画像１０１～２００）において、画像１１２および画像１６７を特徴的な画像としてピッ
クアップする。また、ユーザは、画像データ群の期間Ｄ２（画像１０１～２００）におい
て、最終的に期間Ｄ２においてピックアップしなかったが、何度も確認した画像を、読影
後に再度確認したくなる。このため、設定部８６３は、読影済検査ワークフロー（同じ症
例ファイルに対する２回目以降の読影ワークフロー）において、その前の読影作業の操作
ログに基づいて、時間をかけて読影した期間の画像データ群を優先的にダウンロードする
送信画像データ群として設定する。
【０１０９】
　具体的には、図１０Ｂに示すように、設定部８６３は、推定部８６２が読影済検査ワー
クフローと推定した場合、症例ファイルにおける画像データ群の状態情報に含まれるログ
情報の操作ログに基づいて、その前の読影作業において時間をかけて読影した期間の画像
データ群を他の期間の画像データ群と比較して優先的にダウンロードする送信画像データ
群として設定する。より具体的には、設定部８６３は、症例ファイルの画像データ群に対
し、期間Ｄ２の画像データ群（画像１０１～画像２００）、期間Ｄ３の画像データ群（画
像２０１～画像３００）および期間Ｄ４の画像データ群（画像３０１～画像４００）の順
に送信順を設定する。この場合において、設定部８６３は、期間Ｄ４においてピックアッ
プ画像（画像３０９，画像３５３）があるときであっても、読影した時間が長い期間Ｄ３
の画像データ群を、読影した時間が短い期間Ｄ４の画像データ群より優先的に送信順を早
く設定する。即ち、設定部８６３は、症例ファイルにおける画像データ群の状態情報に含
まれるログ情報の操作ログに基づいて、読影時間が長い期間の画像データ群を送信画像デ
ータ群に優先的に設定する。これにより、前回の読影と同じ画像を探索する場合、画像デ
ータのダウンロード時間を短くすることができる。
【０１１０】
　ステップＳ３１７において、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の状
態情報に含まれるログ情報に基づいて、ユーザが症例ファイルの画像データ群の全てにア
クセスしたか否かを判定する。推定部８６２によってユーザが症例ファイルの画像データ
群の全てにアクセスしたと判定された場合（ステップＳ３１７：Ｙｅｓ）、端末装置８は
、ステップＳ３１５へ移行する。これに対して、推定部８６２によってユーザが症例ファ
イルの画像データ群の全てにアクセスしていないと判定された場合（ステップＳ３１７：
Ｎｏ）、端末装置８は、後述するステップＳ３１８へ移行する。
【０１１１】
　ステップＳ３１８およびステップＳ３１９は、上述した図５のステップＳ１１１および
ステップＳ１１２にそれぞれ対応する。また、ステップＳ３２０～ステップＳ３２４は、
上述した図５のステップＳ１１８～ステップＳ１２２それぞれに対応する。ステップＳ３
２４の後、端末装置８は、本処理を終了する。
【０１１２】
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　以上説明した本発明の実施の形態３によれば、読影時のダウンロードの待ち時間を軽減
することができる。さらに、読影に不要と判断された画像データ群を送信画像データ群か
ら除外して設定するので、無駄な画像データがダウンロードされることを防止することが
できる。この結果、通信量を抑えることができるので、通信料の増加を防止することがで
きる。
【０１１３】
　また、本発明の実施の形態３では、症例ファイルにおける画像データ群の状態情報のロ
グ情報、画像データ群に対するユーザの所見に関する所見情報、画像データ群に対する読
影結果に基づく診断情報および該診断情報を行ったユーザの署名に関する署名情報の各々
の有無に関する有無情報に基づいて、読影ワークフローの種別を推定してもよい。
【０１１４】
（実施の形態３の変形例）
　次に、本発明の実施の形態３の変形例について説明する。本実施の形態３の変形例に係
る端末装置は、上述した実施の形態３に係る端末装置８と同一の構成を有し、実行する処
理が異なる。以下においては、本実施の形態３の変形例に係る端末装置が実行する処理に
ついて説明する。なお、上述した実施の形態３に係る内視鏡システム１と同一の構成には
同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１５】
　〔端末装置の処理〕
　図１１は、本実施の形態３の変形例に係る端末装置８が実行する処理の概要を示すフロ
ーチャートである。本実施の形態３の変形例に係る端末装置８では、上述した図９のステ
ップＳ３１７に替えて、ステップＳ３１７ａを実行し、それ以外の処理は、上述した図９
と同様の処理を実行するため、説明を省略する。
【０１１６】
　ステップＳ３１７ａにおいて、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群の
ログ情報に基づいて、読影を終了した時点の再生位置が時系列画像の後半であるか否かを
判定する。具体的には、推定部８６２は、症例ファイルにおける画像データ群のログ情報
の操作ログ情報に基づいて、ユーザが読影を終了した時点の再生位置、スライドバーＴ２
（図４を参照）の位置が時系列画像の後半であるか否かを判定する。もちろん、推定部８
６２は、症例ファイルにおける画像データ群のログ情報に基づいて、スライドバーＴ２の
時間またはタイムコードＴ３の時間に応じて、時系列画像の後半であるか否かを判定して
もよい。推定部８６２によって読影を終了した時点の再生位置が時系列画像の後半である
と推定された場合（ステップＳ３１７ａ：Ｙｅｓ）、端末装置８は、ステップＳ３１５へ
移行する。これに対して、推定部８６２によって読影を終了した時点の再生位置が時系列
画像の後半でないと推定された場合（ステップＳ３１７ａ：Ｎｏ）、端末装置８は、ステ
ップＳ３１８へ移行する。
【０１１７】
　以上説明した本発明の実施の形態３の変形例によれば、読影時のダウンロードの待ち時
間を軽減することができる。さらに、読影に不要と判断された画像データ群を送信画像デ
ータ群から除外して設定するので、無駄な画像データがダウンロードされることを防止す
ることができる。この結果、通信量を抑えることができるので、通信料の増加を防止する
ことができる。
【０１１８】
（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４について説明する。本実施の形態４に係る内視鏡システム
は、上述した実施の形態１に係る内視鏡システム１のサーバ７と構成が異なる。さらに、
上述した実施の形態１では、端末装置８がサーバ７から送信される画像データ群および送
信順を設定してサーバ７に要求していたが、本実施の形態４では、サーバが端末装置へ送
信する画像データ群および送信順を設定して端末装置へ送信する。以下においては、本実
施の形態４に係るサーバの構成を説明後、本実施の形態４に係るサーバが実行する処理に
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ついて説明する。なお、上述した実施の形態１に係る内視鏡システム１と同一の構成には
同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１９】
　〔サーバの詳細な構成〕
　図１２は、本実施の形態４に係るサーバの機能構成を示すブロック図である。図１２に
示すサーバ７ａは、上述した実施の形態１に係るサーバ７のサーバ制御部７３に換えて、
サーバ制御部７３ａを備える。
【０１２０】
　サーバ制御部７３ａは、サーバ７ａを構成する各部に対する指示やデータの転送等を行
うことによって、サーバ７ａの動作を統括的に制御する。サーバ制御部７３ａは、推定部
８３２と、設定部８３３と、送信制御部８３４と、を有する。
【０１２１】
　推定部８３２は、端末装置８から選択された症例ファイルの状態を示す状態情報に基づ
いて、端末装置８において画像データ群を閲覧する際の読影ワークフローを推定する。
【０１２２】
　設定部８３３は、推定部８３２が推定した読影ワークフローに基づいて、端末装置８に
おいて選択された症例ファイルの画像データ群に対して端末装置８へ送信する送信画像デ
ータ群および送信順を設定する。
【０１２３】
　送信制御部８３４は、設定部８３３が設定した送信順に従って送信画像データ群を端末
装置８へ順次送信する制御を行う。
【０１２４】
　〔サーバの処理〕
　次に、サーバ７ａが実行する処理について説明する。図１３は、サーバ７ａが実行する
処理の概要を示すフローチャートである。
【０１２５】
　図１３に示すように、まず、ネットワークＮ１００を介して端末装置８からアクセスが
あった場合（ステップＳ４０１：Ｙｅｓ）、サーバ７ａは、アクセスがあった端末装置８
へ記録部７２が記録する症例ファイル毎の症例一覧データを送信する（ステップＳ４０２
）。
【０１２６】
　続いて、ネットワークＮ１００を介して端末装置８から記録部７２が記録する複数の症
例のうちいずれか一つの症例を選択する選択信号（要求信号）を受信した場合（ステップ
Ｓ４０３：Ｙｅｓ）、サーバ７ａは、後述するステップＳ４０５へ移行する。これに対し
て、ネットワークＮ１００を介して端末装置８から記録部７２が記録する複数の症例のう
ちいずれか一つの症例を選択する選択信号を受信していない場合（ステップＳ４０３：Ｎ
ｏ）、サーバ７ａは、後述するステップＳ４０４へ移行する。
【０１２７】
　ステップＳ４０４～ステップＳ４１５は、上述した図５のステップＳ１０４、ステップ
Ｓ１０７～ステップＳ１１７それぞれに対応し、端末装置８の推定部８６２、設定部８６
３に換えて、サーバ７ａの推定部８３２および設定部８３３が同様に実行するため、詳細
な説明は省略する。
【０１２８】
　ステップＳ４１６において、送信制御部８３４は、設定部８３３が設定した症例ファイ
ルの送信画像データ群および送信順に基づいて、端末装置８へ画像データ群を、ネットワ
ークＮ１００を介して送信する。
【０１２９】
　続いて、送信制御部８３４は、ネットワークＮ１００を介して、端末装置８の操作入力
部８４を介して行われるユーザの読影操作に従って、画像データを送信する（ステップＳ
４１７）。
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【０１３０】
　その後、ネットワークＮ１００を介して端末装置８の操作入力部８４から読影の終了を
指示する終了信号が入力された場合（ステップＳ４１８：Ｙｅｓ）、端末装置８による症
例ファイルに対する読影の操作履歴に関する操作状態情報を症例ファイルの状態情報に対
応付けて記録部７２に記録する（ステップＳ４１９）。ステップＳ４１９の後、サーバ７
ａは、本処理を終了する。これに対して、ネットワークＮ１００を介して端末装置８の操
作入力部８４から読影の終了を指示する終了信号が入力されていない場合（ステップＳ４
１８：Ｎｏ）、サーバ７ａは、ステップＳ４１７へ戻る。
【０１３１】
　ステップＳ４０１において、ネットワークＮ１００を介して端末装置８からアクセスが
ない場合（ステップＳ４０１：Ｎｏ）、サーバ７ａは、本処理を終了する。
【０１３２】
　以上説明した本発明の実施の形態４によれば、端末装置８における読影時のダウンロー
ドの待ち時間を軽減することができる。さらに、読影に不要と判断された画像データ群を
送信画像データ群から除外して設定するので、無駄な画像データがダウンロードされるこ
とを防止することができる。この結果、端末装置８の通信量を抑えることができるので、
通信料の増加を防止することができる。
【０１３３】
　また、本発明の実施の形態４では、端末装置８から選択された症例ファイルにおける画
像データ群の状態情報の画像データ群に対するユーザの所見に関する所見情報、画像デー
タ群に対する読影結果に基づく診断情報および該診断情報を行ったユーザの署名に関する
署名情報の各々の有無に関する有無情報に基づいて、読影ワークフローの種別を推定して
いたが、上述した実施の形態３と同様に、端末装置８から選択された症例ファイルにおけ
る画像データ群の状態情報のログ情報に基づいて、読影ワークフローの種別を推定しても
よい。もちろん、端末装置８から選択された症例ファイルにおける画像データ群の状態情
報の画像データ群に対するユーザの所見に関する所見情報、画像データ群に対する読影結
果に基づく診断情報、該診断情報を行ったユーザの署名に関する署名情報の各々の有無に
関する有無情報およびログ情報に基づいて、読影ワークフローの種別を推定してもよい。
【０１３４】
（その他の実施の形態）
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種
々の変形や応用が可能なことは勿論である。例えば、本発明の説明に用いた内視鏡システ
ム以外にも、ネットワークを介して携帯電話やスマートフォン等に動画を配信するサーバ
、ネットワークアタッチトストレージ（Network　Attached　storage）、ビデオカメラ、
内視鏡、監視カメラ、顕微鏡のような光学機器を通してネットワークと双方向に通信可能
な撮像装置等の機器にも適用できる。
【０１３５】
　また、本発明では、一つのサーバから端末装置が画像データ群をダウンロードしていた
が、複数のサーバから画像データ群をダウンロードする場合であっても適用することがで
きる。
【０１３６】
　また、本明細書において、前述の各動作フローチャートの説明において、便宜上「まず
」、「次に」、「続いて」、「その後」等を用いて動作を説明しているが、この順で動作
を実施することが必須であることを意味するものではない。
【０１３７】
　また、上述した実施の形態における端末装置およびサーバによる各処理の手法、即ち、
各フローチャートに示す処理は、いずれもＣＰＵ等の制御部に実行させることができるプ
ログラムとして記憶させておくこともできる。この他、メモリカード（ＲＯＭカード、Ｒ
ＡＭカード等）、磁気ディスク、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ
等の外部記憶装置の記憶媒体に格納して配布することができる。そして、ＣＰＵ等の制御
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部は、この外部記憶装置の記憶媒体に記憶されたプログラムを読み込み、この読み込んだ
プログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行することができる
。
【０１３８】
　また、本発明は、上述した実施の形態および変形例そのままに限定されるものではなく
、実施段階では、発明の要旨を逸脱しない範囲内で構成要素を変形して具体化することが
できる。また、上述した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせる
ことによって、種々の発明を形成することができる。例えば、上述した実施の形態および
変形例に記載した全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、各実施
例および変形例で説明した構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【０１３９】
　また、明細書または図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語
とともに記載された用語は、明細書または図面のいかなる箇所においても、その異なる用
語に置き換えることができる。このように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々
の変形や応用が可能である。
【符号の説明】
【０１４０】
　１　内視鏡システム
　２　被検体
　３　カプセル型内視鏡
　４　受信アンテナユニット
　４ａ～４ｈ　受信アンテナ
　５　受信装置
　６　検査情報管理装置
　７，７ａ　サーバ
　８　端末装置
　６１　クレードル
　６２　操作入力デバイス
　７１，８１　通信部
　８２　表示部
　８３　タッチパネル
　８４　操作入力部
　７２，８５　記録部
　８６　端末制御部
　７３，７３ａ　サーバ制御部
　８５１，７２１　プログラム記録部
　８５２，７２２　画像データ記録部
　８５３　一時記録部
　８６１　表示制御部
　８６２，８３２　推定部
　８６３，８３３　設定部
　８６４，８３４　送信制御部
　７３１　サーバ送信制御部
【要約】
画像データ群を効率的に送信することができる内視鏡システム、端末装置、サーバ、送信
方法およびプログラムを提供する。端末装置（８）は、画像データ群の状態を示す状態情
報に基づいて、表示部（８２）において画像データ群を閲覧する際の読影ワークフローの
種別を推定する推定部（８６２）と、推定部（８６２）が推定した読影ワークフローに基
づいて、選択した画像データ群に対して端末装置（８）へ送信する送信画像データ群を設
定する設定部（８６３）と、設定部（８６３）が設定した送信画像データ群を端末装置（
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８）に送信する制御を行う送信制御部（８６４）と、を備える。
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